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桜の開花と共に，２０２３年度が始まりました。新型コロナウイルス感染症対

応のマスク着用が緩和される中，安心・安全な日常が早く戻り，みんなが笑顔

で語り合え，交流ができるようになることを願っています。 

昨年度は，隣保館の活動につきまして，様々なご協力をいただき，感謝申し

上げます。今年も「人権と福祉のまちづくり」をめざして，皆さんと共に歩んで

いきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

【隣保館の主な事業】 

※ハローワークの求人情報 

※健康・栄養相談年間予定表 

※隣保館事業・人権講座などの紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権啓発活動 
人権に関わる情報収集，隣保館だよりの発行（毎月） 

人権ふれあいパネル展，学習会，講演会 

地域交流活動 各教室，地域交流神明祭，地域交流盆踊り大会 

地域福祉活動 
健康・栄養相談（隔月），介護予防教室 

高齢者の見守り活動（随時） 

相談事業 

生活・健康・教育・就労・人権・福祉などについて随時対応

し，必要に応じて専門機関を紹介します。 

竹原市人権センター TEL 22-3726 まで連絡をお願いし

ます。秘密は厳守します。 

吉名
よ し な

隣保館
り ん ぽ か ん

だより 

 

吉名隣保館 事務所 

(竹原市人権センター内) 

２2―3726 

吉名地域交流センター玄関ロビーに設

置・掲示しています。ご自由にご覧く

ださい。 

人権と福祉のまちづくりを皆さんと共に 

 

 

◎人権相談 ・差別，いじめ，いやがらせ等人権全般 

竹原市人権センター ☎２２－３７２６ 

      月～金 ８時３０分～１７時１５分 

     ・人権擁護委員による相談（予約不要） 

毎月第 3 水曜日午前中 場所・竹原市人権センター 

           問い合わせ 東広島竹原人権擁護委員協議会 

                 ☎ 082-423-7752 

◎ DV 相談 ・竹原市 DV 専門相談窓口（竹原人権センター内） 

☎22-7748 月～金 ８時３０分～１７時１５分 

            ・緊急の場合は，１１０番へ 

困ったときは、一人で悩まないで相談してください 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月行事・教室の予定 

☆着付け教室        １０日（月）・２４日（月） 午後 １時００分～ 
☆パソコン教室  毎週火曜日    午後 ７時３０分～ 
☆カラオケ教室  毎週木曜日   午後 １時３０分～ 
☆グラウンドゴルフ教室 ２０日（木）むなこしグランド  午前 ８時 30 分～ 
☆はんこクラブ  毎週金曜日   午後 １時３０分 
 
 
 

おめでとうございます 

  グラウンドゴルフ教室      

３月１６日の結果 

【むなこしグランド】 

第１位 中川 司郎 さん 

第２位 上岡 昭徳 さん 

第３位 甘崎 健三 さん      

負 

健康相談について 
※相談日・・年５回 

※内容 保健師による血圧測定 

 尿検査，握力測定，お口の体操等 

栄養士による栄養相談等 

※年間の相談日の予定表を吉名地

域交流センターの玄関ロビーに

設置しています。ご自由にお持

ち帰りください。参加をお待ち

しています。 

 

【人権豆知識コーナー】 ＳＤＧs （エスディージーズ）について 
 これは「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会を目指す世界共通の目標で，

2015 年の国連サミットで決定されました。2030 年を達成年限とし，17 のゴールと

169 のターゲットから構成されています。SDGs の内容はどれも「人が生きること」と

関連しており，人権尊重の考え方がベースにあります。 

ここでは，人権に特に関わりの深い目標についてお知ら 

せします。 

【目標４ 質の高い教育をみんなに】 

 住んでいる場所や家庭の経済状況に関わらず，誰もが無料で質の高い基礎教育や職業

訓練を平等に受け，すべての世代の人が生涯にわたり様々な機会に学習できるようにす

るための目標です。 

 ユネスコの統計資料によると，2021 年時点、世界で学校に通えていない子ども（6

歳～17 歳）が約 2 億 4,400 万人います。小学校学齢期（６歳～11 歳）の子どもたちの

9％、約 6,700 万人，中学校学齢期（１２歳～１４歳）の子どもたちの約 14％，約 5,700

万人，高等学校学齢期（１５歳～１７歳）の子どもたちの 30％，1 億 2,100 万人です。

文字の読み書きができない成人は，7 億 7,300 万人（15 歳以上の 6 人に 1 人）います。 

 日本では，2021 年の生活保護受給者数は約 200 万人となっており，こうした経済

格差が進学率の差となって表れています。全世帯の大学進学率が 73.2％に対して生活保

護世帯の進学率は 33％となっており，2 倍以上の開きがあります。家庭の経済状況によ

り教育の機会平等が損なわれているのです。奨学金制度の拡充等の支援が必要です。 

 目標では，すべての人が，就学前教育から，就労に必要な職業教育まで平等に受ける

ことを保障するとともに，生涯教育によって，持続可能なライフスタイル，人権，平等，

平和及び非暴力，豊かな文化などが保たれる社会の実現をめざしています。 

  


